（様式第１号）

働きやすい職場づくり・人材活用促進支援コンサルタント（就業規則等整備支援）派遣申込書

　　　　年　　月　　日

鳥取県男女協働未来創造本部　県民運動課長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　    　申込者

名　　　　　称　

郵　便　番　号　〒
所　　在　　地　

代表者職・氏名　

働きやすい職場づくり・人材活用促進支援コンサルタント（就業規則等整備支援）派遣事業実施要領第５条第１項に基づき、下記のとおり申請します。
※「認定申請を予定している企業」又は「認定を受けている企業」のいずれかを☑にしてください。

□鳥取県男女共同参画推進企業の認定申請を予定している企業　（設立年月日：　　　年　　月）
就業規則（育児・介護休業に関する規程、ハラスメントの防止に関する規程（注）を含む。）改正後は、派遣をされた年度内において速やかに鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱（平成１６年２月９日付男女第２５０号鳥取県生活環境部長通知）第３条による申請を行うことを約束します。
(注)ハラスメントの防止に関する規程とは、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規程をいう。以下この様式において同じ。

□鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けている企業（認定番号：　　　　）
１　企業の概要

	業種（主な事業により、いずれかを☑にしてください）
	□農業、林業　□漁業　□鉱業、採石業、砂利採取業　□建設業　□製造業
□電気・ガス・熱供給・水道業　□情報通信業　□運輸業、郵便業
□卸売業、小売業　□金融業、保険業　□不動産業、物品賃貸業
□学術研究、専門・技術サービス業　□宿泊業、飲食サービス業
□生活関連サービス業、娯楽業　□教育、学習支援業　□医療、福祉
□複合サービス事業　□サービス業（他に分類されないもの）　□分類不能の産業

	主な事業の内容
	

	本社の所在地
	（県外に本社がある場合のみ）


	資本金
	
	万円

	従業員数
	
	名

	
	【従業員数内訳】

	
	正社員
	
	名
	男性
	
	名
	女性
	
	名

	
	非正社員
	
	名
	男性
	
	名
	女性
	
	名

	担当者
	所属・職名
	

	
	氏名
	

	
	電話番号
	
	ファクシミリ
	

	
	Ｅ－ｍａｉｌ
	


２　申込区分

	就業規則の作成（これに併せて行う育児・介護休業に関する規程、ハラスメントの防止に関する規程の作成を含む。）又はこれと同程度の全面的な改正
	

	就業規則等の一部改正（育児・介護休業に関する規程、ハラスメントの防止に関する規程の双方又はいずれか一方の作成を含む。）
	

	希望社労士なし
	
	希望社労士名（ご希望に添えない場合もあります）
	


３　提出書類　　※下記のうち作成されているものすべてをご提出ください。
なお、下記の最終改正年月をご記載いただいた場合は、提出不要です。

（１）就業規則（非正社員就業規則を含む。）　（最終改正年月：　　　年　　月）

（２）育児・介護休業に関する規程　　　　 　（最終改正年月：　　　年　　月）

（３）ハラスメントの防止に関する規程　　 　（最終改正年月：　　　年　　月）
県では、「子育てサポート企業」として国の認定を受けた証である「くるみん認定」の取得を支援するため、県内企業等に社会保険労務士を無償で派遣しています。詳しくは二次元コードから県ＨＰをご覧ください。
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【くるみん取得支援の問合せ先】鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課　電話：0857-26-8477
電子メール：koyou-hatararaki@pref.tottori.lg.jp
どちらかに○を付けてください　⇒　利用希望あり（　　）なし（　　）
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